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（
法
務
委
員
会
）

船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
五
号

（
先
議
）

）

要
旨

本
法
律
案
は
、
千
九
百
七
十
六
年
の
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
千
九
百
九
十
六
年
の

議
定
書
の
締
結
に
伴
い
、
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
し
、
責
任
の
限
度
額
の
引
上
げ
、
旅
客
の
損
害
に
関
す
る
債

権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
の
撤
廃
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一

責
任
の
限
度
額
の
引
上
げ

１

船
舶
の
所
有
者
等
若
し
く
は
そ
の
被
用
者
等
又
は
救
助
船
舶
に
係
る
救
助
者
若
し
く
は
当
該
救
助
船
舶
の
船
舶
所
有
者

等
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
被
用
者
等
が
す
る
責
任
の
制
限
の
場
合
に
お
け
る
責
任
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
二
千
ト
ン
以
下
の

船
舶
に
あ
っ
て
は
、
一
単
位
の
百
万
倍
の
金
額
と
し
、
二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
額
に
、
二
千

ト
ン
を
超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
四
百
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
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額
と
す
る
な
ど
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
た
金
額
と
す
る
。

②

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
二
千

ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
一
単
位
の
三
百
万
倍
の
金
額
と
し
、
二
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該

金
額
に
、
二
千
ト
ン
を
超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
千
二
百
倍
を
乗
じ
て
得
た

金
額
を
加
え
た
金
額
と
す
る
な
ど
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
た
金
額
と
す
る
。

２

救
助
船
舶
に
係
る
救
助
者
以
外
の
救
助
者
又
は
そ
の
被
用
者
等
が
す
る
責
任
の
制
限
の
場
合
に
お
け
る
責
任
の
限
度
額

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
単
位
の
百
万
倍

の
金
額

②

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
一
単
位
の
三
百
万
倍
の
金
額

二

旅
客
の
損
害
に
関
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
の
撤
廃

船
舶
所
有
者
等
又
は
そ
の
被
用
者
等
は
、
旅
客
の
損
害
に
関
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
と
す
る
。
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三

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
千
九
百
七
十
六
年
の
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
千
九
百
九
十
六

年
の
議
定
書
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
発
生
し
た
事
故
か
ら
生
じ
た
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。


